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◆特集号◆
杉並区の新しい
１０カ年計画（素案）

�

�

(1)計画の目的

　２１世紀を目前にして、杉並区の望ましい将来像
と目標を描いた新しい基本構想である「杉並区２１
世紀ビジョン」が制定されました。区は、このビ
ジョンに描かれた将来像と目標を総力をあげて実
現していくため、２１世紀の初年度である平成１３年
度からの新しい行政計画を策定します。
(2)計画の性格と期間

　行政計画は、「杉並区２１世紀ビジョン」を具体
化し、時代の変化に的確に対応した行政施策を展
開していくための区政運営の基本となる総合的な
計画で、「杉並区基本計画」と「杉並区実施計画」
で構成します。
　1.基本計画は、２１世紀ビジョンに描かれた目標
を実現するため、向こう１０年間（平成１３～２２年
度）に区が長期的に取り組むべき課題と施策の体
系、方向、内容を明示した計画とします。計画の
前期５カ年（平成１３～１７年度）は、財政の裏付け
を有する実行計画とします。後期５カ年（平成１８
～２２年度）は、目標を定める展望的な計画とし、
４年目には社会経済情勢の変化などを踏まえ、改
めて財政的に裏付けた実行計画として修正しま
す。
　2.実施計画は、基本計画に定めた基本的な施策
を具体的に推進するため、３年間（平成１３～１５年
度）の具体的な目標、事業量、実施時期を明らか
にする計画とし、毎年度の予算編成の指針となる
ものです。ローリング方式を採用し、以後２年毎
に修正を加え、延長します。
(3)計画の体系

　計画は、ビジョンの４つの目標にそって、施策、
事業を体系化します。

第１章
計画の基本的考え方

１　計画の意義

�

(1)社会動向

　区政を取り巻く環境は流動的ですが、計画は、
次のような社会動向を踏まえることとします。
○低成長経済の成熟社会○地方分権化・地域の重
視○地球環境問題○少子・高齢化○高度情報化・
高度技術化・産業構造の変化○グローバル化○女
性の社会進出・労働力の多様化○価値観・ライフ
スタイルの多様化○多様な区民活動○教育力の低
下○「安全」神話の崩壊
(2)人口

(3)土地利用

(4)財政

※(2)から(4)は４面に掲載

�

　この計画は「杉並区２１世紀ビジョン」を実現す
るためのものですが、ビジョンに描かれた将来像
と目標は以下のとおりです。

�

　杉並区の新しい将来像を「区民が創る『みどり
の都市』杉並」とします。
　杉並区は、２１世紀に、みどりに象徴される自然
豊かな住環境と、商業・産業・文化などの都市の
持つ活力が調和して、区民の多様なくらしに対応
できる、個性と魅力のある都市として発展してい
くことをめざします。

�

　将来像を実現するために、次の４つの目標を掲
げます。
(1)水辺をよみがえらせ　みどりのまちをつくろ

う（くらしと環境の調和）

　杉並区は、地域の資源が織りなす個性をいかし、

２　計画の背景、指標

第２章
計画の目標

１　私たちのまちの将来像

２　目標

区民のくらしと環境が調和した、自然豊かな魅力
あるまちをめざします。
(2)やさしさを忘れず　共に生きるまちをつくろ

う（安心と健やか）

　杉並区は、子どもから高齢者まですべての人が、
安心して健やかに生活できる「健康都市」をめざ
します。
(3)みどりの産業で元気のでる都市をつくろう

（活力とにぎわい）

　杉並区は、「みどりの産業」（環境と共生できる
産業）を育て、さまざまなひとびとが活躍する活
力とにぎわいのある都市をめざします。
(4) 未来 

あ す

を 拓 く人をつくろう
ひら

（生涯にわたって学びあう）

　杉並区は、ひとびとが生涯にわたり学びあい、
交流する、はつらつとしたまちをめざします。

�

　区民、事業者など地域を構成するひとびとと行
政が、ビジョンを共有するとともに、それぞれの
役割を果たし、共に責任を担いあい、このビジョ
ンの実現をめざします。

３　実現に向けて
　　～責任を分かち協働する自治のまちをつくろう

『みどりの都市』杉並の実現を
めざして
杉並区２１世紀ビジョンが制定されました。区では、それに合わせ、区の将来像である「区民が創る『みどりの都市』杉並」を実現するため

に平成１３年度から始まる新しい行政計画（基本計画、実施計画）の作成を進めています。基本計画は、今後１０年間に、行政が取り組むべき

課題と施策、事業を明らかにするものです。その計画素案の概要をお知らせします。

区の財政は今後も厳しい状況が続くと想定されます。したがって当面、財政の再建を最優先しなければなりませんが、区民の皆さんのご意

見を反映しながら、基本計画を策定し、あわせて３カ年の実施計画を策定する予定です。素案に対するご意見をお寄せください。　

区は、たゆまぬ行財政改革を進め、施策を再構築するとともに区民の皆さんとの「協働」を重視し、計画の実現に取り組んでいきます。 � 

 ����������������������� ―問い合わせは、企画課へ。

計画の体系�

杉並区２１世紀ビジョン�

基本計画�

実施計画�

予算�

新しい１０カ年計画（基本計画）素案ができました
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�

�
　適正な土地利用により、住環境の改善、都市
機能の充実を図るとともに、道路、公共交通な
どの整備を進めます。

●まちづくり基本方針と用途地域の見直し
●荻窪駅周辺と久我山駅周辺の整備
●道路の整備（都市計画道路１３１号線・２２６号線、
ふれあい道路の整備など）
●公共交通の整備（南北バス交通など）
●自転車問題の解決（放置自転車問題解決のた
めの行動計画の策定、自転車駐車場の整備な
ど）
●住宅施策の推進（民間住宅ストックの活用の
支援、区営住宅の設置・改築・改善、障害者
住宅の確保など）

�
　みどりを守り、育て、水辺などの自然をよみ
がえらせるとともに、うるおいのある美しい環
境をつくりだします。

１　水辺をよみがえらせ
　　みどりのまちをつくろう

(1)良好な住環境と都市機能が調和したまちを

つくるために

(2)うるおいのある美しいまちをつくるために

●水辺空間の再生、湧水の保全

●みどりの保全･創出（みどりの基金、緑化協力
員制度の創設、学校ビオトープの設置・校庭
の緑地化、接道部緑化助成、貴重木の指定、
生き物生息場所の保全･創出など）
●公園の整備（興銀浜田山グランドと日産荻窪
工場跡地に防災公園の整備、特色ある公園の
整備など）
●景観まちづくり（景観づくりに関する条例の
制定、大田黒公園記念館の改修、架空線の地
中化など）

�
　ごみの発生抑制、資源の再利用・リサイクル
などを区民･事業者･行政が共に考え実践するこ
とによって、環境負荷の少ない循環型社会をめ
ざします。

●環境配慮行動の推進（ＩＳＯ１４００１の推進、杉並
環境マップによる情報提供、環境配慮行動へ
の表彰制度の創設、マイバッグの普及促進な
ど）
●分別回収・リサイクルの推進（ごみ出しルー
ルの周知・徹底、ペットボトル等の分別回収
の促進）

(3)環境に負荷を与えない持続的な成長が可能

なまちをつくるために

●（仮称）環境・リサイクルセンターの建設

�
　災害に備え、防災の基盤となる公園などオー
プンスペースの確保、建築物の不燃化・耐震化
などを進めるとともに、地域の防災力を高め、
災害に強いまちづくりを進めます。

●防災都市づくり（密集市街地の木造賃貸住宅
建替助成、不燃化の推進）
●既存建築物等の耐震改修促進指導
●橋梁の補強・改良
●公園の整備（再掲）
●防災対策の推進（デジタル地域防災無線の導
入、災害備蓄倉庫の建設・整備など）

(4)安全で災害に強いまちをつくるために

�

�
　区民が生涯を通じて健康で充実した生活を送
ることができるよう、地域活動等とも連携しな
がら望ましい環境を整え、健康なまちづくりを
進めます。

●健康都市杉並の推進基盤の整備（「健康都市指
標」の作成、健康都市推進区民会議の開催な
ど）
●地域からの健康づくりの支援（健康づくり推
進員の活動支援など）
●生涯を通じた健康づくりの支援（生活習慣病
予防対策など）

�
　安心して子どもを産み育てられるように、子
育てを地域や社会で支えるための保育サービス
の充実や地域での子育て支援策を充実します。

●保育サービスの充実（乳児保育の充実、グルー
プ保育の実施など）
●多様な保育ニーズへの対応（年末保育、駅前
保育、病後児保育の実施、延長保育の充実な
ど）
●地域での子育て支援（一時保育の実施、児童
館の有効活用、ファミリーサポート事業、地

２　やさしさを忘れず
　　共に生きるまちをつくろう

(1)健康を支えるまちづくりのために

(2)子育てを社会で支え、子どもが健やかに育つ

ために

域子育てネットワーク事業、子ども家庭支援
センター事業の推進など）
●中・高校生育成事業（地域児童館の中・高校
生運営委員会活動の実施）

�
　住みなれた地域の中で安心して自立した生活
を送ることができるよう、障害者や高齢者のた
めの施策を充実します。

〔高齢者のための施策〕
●参加と交流による生きがいの充実（高齢者人
材バンクの創設、生きがいと健康づくり推進
事業など）
●介護予防・生活支援（在宅介護支援センター、
いきいきデイサービスの整備、高齢者等自立
度アップ支援事業の充実、ひとりぐらし高齢
者等安心システム、配食サービスの推進、グ
ループリビングの支援、ケアハウスの整備な
ど）
●介護保険の基盤整備（特別養護老人ホーム、
老人保健施設、高齢者在宅サービスセンター、
 痴呆 性高齢者グループホームの整備など）
ち ほ う

〔障害者のための施策〕
●自立生活の支援（障害者地域自立生活支援セ
ンターの整備、重度知的障害者等の生活寮、
精神障害者等のグループホームの整備、心身
障害者入所更生施設の確保、障害者ホームヘ
ルプサービスの拡充など）
●社会参加の促進（重度身体障害者通所施設の

(3)共に生きるまちをつくるために

整備、小規模授産施設・民間通所授産への助
成、精神障害者共同作業所への助成など）
〔互いに支え合うまちづくり〕
●福祉のまちづくりの推進（啓発、まちのバリ
アフリー化推進計画の策定など）
●男女共同参画の推進（啓発、都市宣言５周年
記念事業など）

�
　だれもがいつでも安心して医療を受けられる
地域医療体制づくりをすすめるとともに、食品
や飲料水の安全確保、感染症の予防など、健康
に対する危機の発生・拡大の予防に努めます。

●かかりつけ医・歯科医・薬局等の普及推進
●歯科保健医療センターの設置運営
●児童や高齢者を対象とする給食提供施設に対
する衛生管理体制の指導強化

(4)安心してくらせるために

第３章
目標別計画の内容
―概　要―

　目標別計画は、ビジョンの４つの目標にそって、その実現に向けた課題と施策の方向、体系を示す
とともに具体的な計画内容（実施する計画事業、目標量、時期）を明らかにするものです。
　ここでは、新規や拡充する事業を中心に主な計画事業をお知らせします。
（なお、事業の実施時期については、限られた財源の中で調整し、計画を作成します。）
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①新しい行政計画素案（目標別計画の内
容など）について�

②その他自由意見（まちづくりや環境、
健康など自由にお書きください）�

�

�
　ＩＴ（情報技術）や環境技術の進展に伴なう、
情報通信、知識集約型などの新しい産業の立地
を促し、支援します。

●新しい産業振興計画の策定
●起業・創業の支援（「起業家養成講座」開催、
ＳＯＨＯの開設支援など）
●産業情報の収集・提供の充実（「すぎなみワー
クインフォメーション」等の充実など）
●産業実態調査の実施

３　みどりの産業で
　　元気のでる都市をつくろう

(1)環境と共生する産業の育成のために

�
〔商店街の活性化〕
　個性的でにぎわいのある商店・商店街づくり
を支援するとともに、情報化を促進します。

●商店街のホームページ作成・カード化支援
●魅力ある商店街づくり助成

〔都市農業の育成〕
　ひとびとが農業や土にふれあ
うことのできる都市農業を支援
します。

●区民体験型農業の検討・推進

(2)商店街の活性化と都市農業の育成のために �
　女性や高齢者などの多様な働き手やＮＰＯ
（非営利組織）などの組織が働きやすく、活躍
できる環境づくりを進めます。

●女性のための起業支援
（セミナーの開催など）
●地域活動の支援（再掲）
●ＮＰＯとの協働による図
書館運営

(3)多様な働き手、組織が活躍する社会の形成の

ために

�

�
　さまざまな人や自然とふれあい、体験し、生
きる力と豊かな心を 育 むことのできる特色ある

はぐく

学校づくりと、情報教育など社会の変化に対応
した教育を進めます。

●新しい教育の推進（「教育改革アクションプラ
ン」の策定、特色ある学校づくりなど）
●情報教育の推進（パソコン機器整備、インター
ネット整備、校内ＬＡＮの整備など）
●校舎の耐震補強、学校教育諸施設の整備

�
　家庭、地域、学校が相互に協力し、保護者や
地域のひとびとが学校の運営に参画できる仕組
みをつくるとともに、地域の人材から豊かに学
ぶ場をつくります。また、学校施設の地域活動
などへの活用を進めます。

４　 未来 
あ す

を 拓 く人をつくろう
ひら

(1)魅力ある学校教育のために

(2)地域に開かれ、支えられた教育のために

●学校評議員制度の導入
●余裕教室の地域活動などの場への有効活用

�
　「いつでも、どこでも、だれでも」学習・ス
ポーツ活動が行える環境を整えるとともに、生
涯学習施設の情報化を進めます。また、自立し
た消費者として行動できるよう支援します。

●生涯学習推進計画の策定
●図書館の整備、図書館情報化の推進
●地域体育館の改築など
●消費者センターの建設、消費者行政の充実

�
　文化・芸術に親しめる環境を整え、多様な文
化活動や創造的な芸術活動を支援します。貴重
な伝統文化を保存・継承します。

●杉並公会堂の改築
●文化の振興（文化・交流協会の運営、アート
公募展の開催など）

(3)生涯学習の推進のために

(4)地域文化の創造のために

�
　ひとびとがふれあい、交流し、地域の問題や
さまざまな課題に取り組む自主的な活動が行い
やすい環境を整えます。また、国内外の都市と
の交流を通じて、平和で豊かな心を育みます。

●特別集会室の整備
●区民集会所の整備
●区民会館の改築
●地域活動の支援（地域活動支援センターの設
置、支援計画の推進、地域団体・ＮＰＯへの
支援など）
●国内・国際交
流の促進
●平和都市宣言
の普及・啓発

(5)ふれあいと参加の地域社会をつくるために

　記入後、太線に沿って切り取
り、のりづけして１０月１４日(土)
までにポストに投函してくだ
さい（切手は不要です）。
　ご意見は、刷り込みの封書の
ほか、手紙・はがき・ファクス
（ＦＡＸ３３１２‐９９１２）、杉並区公式
ホームページでも受け付けて
います。
http://www.city.suginami.
 ��������� tokyo.jp/
　また、主な事業については、
ホームページでもご覧いただ
けます。

行行政政計計画画素素案案にに対対すするる

皆皆ささんんののごご意意見見をを
おお寄寄せせくくだだささいい
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(2)人口（推移、将来予測）

　総人口は、都市化の進行により急速に増加した
昭和５０年（１９７５年）の５６万余をピークに減少傾
向にありましたが、平成９年（１９９７年）以後微増
し、平成１２年１月１日現在５１３，６６４人となって
います。しかし、今後は緩やかに減少すると予測

※１面「２　計画の背景、指標」より続く
されます。
　年齢階層別でみると年少人口（１５歳未満）は、平
成１２年には昭和５０年と比べ半減し５０，６３６人
（９．８６％）となっていますが、今後１０年間は微増な
いし横ばいで推移すると想定されます。一方、高
齢者人口（６５歳以上）は、平成３年には年少人口と
逆転するなど高齢化が急速に進行、今後さらに増
加し平成２２年には１００，０２１人（１９．８％）に、生産

年齢人口（１５～６４歳）も減少を続け、平成２２
年には３５５，６６４人（７０．３％）と予測されます。
(3)土地利用

　区の面積は、３４．０２�と２３区中８番目の広
さを持っています。区の土地利用の特徴をみ
ると建物の建っている宅地の面積が全体の
５２．３％を占め、このうち７７％が住宅であり、
２３区中最も高い率となっています。
　用途地域の指定状況は、住宅系用途地域が
全体の８５．８％を占めており、鉄道沿線、駅周
辺などを除き、住宅地比率８０％以上の地区が
全域に広がっています。
　住宅地は、ＪＲ中央線沿線や環七通り周辺

など、木造アパートが多く立地する地区と、区西
部の戸建て住宅の多い地区に分けられますが、木
造アパートなどが密集している地区は、防災上大
地震時の家屋の倒壊や火災の発生、延焼の危険性
が高いといえます。また、ＪＲ中央線各駅周辺や
幹線道路沿いには商業 ･業務機能が徐々に集積し
てきています。さらに、産業構造の変化等を受け、
企業グランドや工場跡地に土地利用の変化の動き
がみられます。
　道路については、南北方向の幹線道路整備の遅
れがみられ、区南東部では４ｍ未満の道路が多く
あります。
　みどりの減少傾向は続いており、緑被率は
１７．５９％（２３区中８番目）、公園 ･緑地の一人当た
りの面積は２３区中低い整備水準にあります。
(4)財政

1. 財政計画の考え方
　財政推計の方法は、国民経済の将来予測に関連
づけた巨視的方法（マクロ推計）を基本としつつ
も近年の社会経済状況や、今後見込まれる財政に
かかわる推計値を積み上げる方法（ミクロ推計）

を併用します。
　区の財政規模は、区民所得
と関連する特別区民税の収入
が歳入の根幹をなすことか
ら、区民所得や国内総生産と
関連づけて推計します。
　その他の財源として、施設
整備事業等の適債事業には特
別区債を活用するものの発行
総額を抑制することとしま
す。
　今後の経済見通しは依然と
して不透明ですが、経済企画
庁等の見通しを参考に、５年
間の中期的な実質経済成長率
を年平均２.０％と想定し、財政
規模を推計することとしま
す。
2. 計画事業費
　計画事業費は、計画対象事
業として投資的事業だけでな
く一部の消費的事業を含めて
いることから、投資的経費お
よび消費的経費の一部を充て
て算出します。また、一般財
源に加え、計画事業に係る起
債、補助金など特定財源を見
込み算出します。

料金受取人払�

差出有効期間�
平成12年10月�
　21日まで　　�

杉並局承認�

5 5 2 2

（切手不要）�

１６６８７０１�

杉並区阿佐谷南1―15―1�
杉並区役所�

行�企画部　企画課

�

�

　区政とまちづくりに区民が主体的に参画しやす
い仕組みをつくるとともに、区民や地域団体など
が自主的な活動を行いやすい環境を整えます。

第４章
計画推進のために
～責任を分かち協働する

自治のまちをつくろう

１　区民と行政の協働

●（仮称）自治基本条例の検討・制定
●（仮称）まちづくり条例の検討・制定
●（仮称）地域活動支援条例の検討・制定

�

　透明度の高い行政運営を行うとともに、行財政
改革を進め、創造的で総合的・計画的な行政を進
めます。また、地域や行政の情報化を進めます。

●行政計画（基本計画（１０カ年）・実施計画（３
カ年））の策定

●行政評価の充実
●地域情報化・行政情報化の推進（情報格差の改
善、商店街の情報化支援、電子区役所の構築な

２　創造的で開かれた自治体経営

ど）
●行財政改革計画（３カ年）の策定

�

　基礎的自治体として一層の自治権拡充に取り組
むとともに、区を超えた取り組みが必要な諸課題
の解決のために、近隣自治体などと連携・協力し
ていきます。

●地方自治・分権の推進
●独自（自主）財源の検討

３　自治権の拡充と広域的な連携、協力

年齢３区分別人口の推移と推計�
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注１　平成２年、７年は、国勢調査結果による。ただし、年齢不詳者がいるため、内訳数
　　　の合計と総人口は一致しない。�
注２　平成１２年は、１月１日現在の住民登録人口と外国人登録人口の合計値。�
注３　平成１７年と２２年は、住民登録人口と外国人登録人口を基に杉並区が推計した数値。�
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